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※本実施協定書（案）は、現時点において想定される本市及び構成企業の基本的な役割分担等を

記載したものであり、構成企業が提出した公募設置等計画等の内容及び構成企業との協議によ

り、締結当事者及び各条項の記載内容等を修正する予定です。  
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前文  

 

加古川市（以下「本市」という。）は、日岡山公園再整備賑わい拠点創出・管理運営事業

（以下「本事業」という。）に関し、認定計画提出者である●●●●及び●●●●（以下「認

定計画提出者」という。）、［代表企業名］及び●●●●（以下「指定管理業務担当企業」とい

い、認定計画提出者及び指定管理業務担当企業を個別に又は総称して「認定計画提出者等」と

いう。）、●●（以下「DB 対象施設設計業務担当企業」という。）並びに●●（以下「DB 対象施

設建設業務担当企業」という。）と令和●●年●●月●●日に日岡山公園再整備賑わい拠点創

出・管理運営事業基本協定を締結した。 

これを受け、本市と認定計画提出者等並びに DB 対象施設設計業務担当企業及び DB 対象施設

建設業務担当企業（以下これら企業を個別に又は総称して「構成企業」という。）は、本事業

の実施に関して、以下の各条項に記載のとおり合意した。 

本市と構成企業は、日岡山公園再整備賑わい拠点創出・管理運営事業実施協定（以下「本実

施協定」という。）とともに、公募設置等指針等及び公募設置等計画等に定める事項が本事業

に適用されることを確認する。 
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第１章 総則 

 

第１条（目的） 

本実施協定は、本事業の実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。 

  

第２条（定義等） 

本実施協定において用いられている用語は、本実施協定において別途定義されているものを

除き、別紙１に定義された意味を有する。  

２ 本実施協定における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本実施協定の各条項の解

釈に影響を与えない。 

 

第３条（事業遂行の指針） 

構成企業は、法令等を遵守しつつ、本実施協定、関連契約、公募設置等指針等、及び公募設

置等計画等に従い、善良なる管理者の注意義務をもって本事業を遂行するものとする。 

 

第４条（規定の適用関係） 

本実施協定、公募設置等指針等、及び公募設置等計画等において、齟齬又は矛盾がある場合

には、本実施協定、公募設置等指針等、公募設置等計画等の順で優先的に効力を有する。ただ

し、公募設置等計画等の内容が公募設置等指針等に定める水準を超える場合には、その限りに

おいて公募設置等計画等が優先する。 

２ 公募設置等指針等の各書類で疑義が生じた場合は、本市及び構成企業の間において協議の上、

本市がかかる記載内容に関する事項を決定するものとする。 

 

第５条（協定期間）  

本実施協定の期間（以下「協定期間」という。）は、本実施協定の締結日から令和３１年３

月３１日までとする。ただし、本実施協定の定めるところに従って本実施協定が解除されたと

きは、本実施協定は、その時点において終了する。 

 

第６条（本事業の概要） 

本事業の構成は、次のとおりとし、詳細は別紙２に定めるとおりとする。 

(1) プロジェクトマネジメント 

(2) Park－PFI 事業 

(3) DB 事業 

(4) 指定管理業務 

２ 前項に規定のない業務又は役割に疑義のある業務については、代表企業がその都度業務を行

う者を定めることとし、代表企業はその結果について本市に報告を行うものとする。 
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第７条（事業日程） 

構成企業は、本市との間で別段の合意のある場合を除き、別紙３及び別紙７に記載の事業日

程に従って本事業を実施するものとする。 

 

第８条（事業者の責任等）  

構成企業は、本実施協定において別途規定されている場合を除き、本事業を履行するために

必要な一切の手段を自己の責任及び構成企業間において定め、本事業を適正かつ確実に実施し、

本事業の実施に係る一切の責任を負う。 

２ 前項において、構成企業は、本市の責めに帰すべき事由による場合を除き、本実施協定上の

いかなる責任をも免れず、構成企業の責めに帰すべき事由があったものとして、本実施協定

上の責任を負う。ただし、本実施協定において別途規定されている場合はこの限りでない。 

３ 本実施協定及び関連契約に基づき構成企業が負う債務の履行については、本実施協定及び関

連契約に別段の定めのある場合を除き、構成企業が本市に対して連帯して責任を負う。ただ

し、DB 対象施設設計業務担当企業及び DB 対象施設建設業務担当企業は、別途本市との間で締

結する設計・建設工事請負契約に定めるDB対象施設設計・工事監理業務及びDB対象施設建設

業務を完了した後に本実施協定に基づき構成企業が負う債務の履行については、本市に対し

て連帯して責任を負わない。 

４ 本実施協定に別途規定されている場合を除き、本市の本事業に関する確認若しくは立会い又

は構成企業から本市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、構成企業はいかなる構

成企業の責任をも免れず、当該確認若しくは立会い又は報告、通知、若しくは説明を理由と

して、本市は何ら責任を負担しない。 

５ 本実施協定の規定に基づき、構成企業に生じた追加費用又は損害を本市が負担する場合、そ

の負担の原因の如何にかかわらず、当該追加費用及び損害には、構成企業の逸失利益は含ま

れない。 

６ 代表企業は、本事業から離脱してはならない。代表企業以外の構成企業は本市の事前の承諾

を得た場合に限り、本事業から離脱することができるものとし、本市の承諾を得て代表企業

以外の構成企業のいずれかが本事業から離脱した場合、他の構成企業は、本事業を継続して

実施する責任を負うものとし、また、本市の承諾を得た上で、離脱した構成企業が担当して

いた業務を承継することができる。 

 

第９条（解除に伴う賠償等）  

第６６条第１項又は第２項の規定に基づき本実施協定が解除された場合、構成企業は連帯し

て、●,●●●円（提案された公募対象公園施設の設置許可・管理許可使用料の２年分に相当

する額）を違約金として本市の指定する期間内に支払わなければならない。  

２ 本市が第３０条に基づく履行保証保険金を受領し、又は金融機関等による保証債務の履行 

を受けた場合には前項に定める違約金に充当するものとする。 
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３ 第１項の規定にかかわらず、構成企業の責めに帰すべき事由により本市に生じた損害の額が、

第１項に基づき構成企業が本市に支払う違約金の額を超える場合は、本市は、構成企業に対

してその超過分につき請求することができる。 

 

第１０条（本市の予算措置）  

本実施協定により本市が負担すべき損害、損失、経費及び費用その他の一切の金銭の支払時

期及び支払方法は、当該費用等の金額の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提とし

て、本市及び構成企業の協議により決定するものとする。  

 

第１１条（協定の変更）  

本実施協定の変更は、本市と構成企業の書面による合意により行うものとする。 

 

第２章 プロジェクトマネジメントに関する事項 

 

第１２条（プロジェクトマネジメントの実施） 

構成企業は、公募設置等指針等、公募設置等計画等に基づき、事業期間中、自らの責任及び

費用負担において、プロジェクトマネジメント（マネジメント及びブランディング）を実施す

る。 

２ 構成企業は、善良なる管理者の注意義務をもって、プロジェクトマネジメントを誠実かつ適

正に履行しなければならない。 

３ 代表企業は、事業終了時まで本事業全体の進捗管理及び運営統括を行うものとする。代表企

業を除く構成企業は、代表企業を中心に、プロジェクトマネジメントを実施するものとする。 

 

第１３条（改善勧告） 

本市は代表企業に対し、代表企業によるプロジェクトマネジメントの実施状況が、公募設置

等指針等及び公募設置等計画等の条件を満たしていない場合は、改善勧告を行うことができる

ものとする。改善勧告の通知を受けた者は通知を受けた翌日から 14 日以内に改善計画書を本

市に提出し、本市の承認を受けること。 

２ 本市は、前項に示す改善計画書の内容が履行されているかの確認を行い、改善されていない

と本市が認める場合は、構成企業とその対応について協議を行い、本市が対応方法を決定する

ものとする。 

 

第３章 Park-PFI 事業に関する事項  

 

第１節 Park-PFI 事業に関する共通事項  
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第１４条（特定公園施設譲渡契約の締結）  

本市と認定計画提出者は、特定公園施設譲渡契約の仮契約を締結し、加古川市議会における

議決をもって、当該仮契約は本契約として成立することを確認する。当該契約の締結時期は、

本市及び認定計画提出者が協議の上、本市が決定するものとする。 

 

第１５条（特定公園施設譲渡契約の不締結の場合の処理）  

天災地変及びその他の本市又は認定計画提出者のいずれの責めに帰すことができない事由に

より特定公園施設譲渡契約の締結に至らなかった場合における費用については、本市又は認定

計画提出者のうち実際に出捐したものがそれぞれ負担するものとし、相手方に当該費用を請求

することができない。 

 

第１６条（費用負担等） 

認定計画提出者による Park-PFI 事業の実施に必要な一切の費用は、本実施協定において本

市が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、すべて認定計画提出者が負担する。 

２ 認定計画提出者による Park-PFI 事業の実施に必要な資金の調達は、全て認定計画提出者の

責任において行うものとする。 

３ 本市は、本実施協定において別途規定されている場合を除き、認定計画提出者に対する保証、

出資その他資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行わない。 

 

第１７条（業務の委託等） 

認定計画提出者は、本協定及び公募設置等計画等に従い、Park-PFI 事業に係る業務を協力

企業に直接委託し又は請け負わせることができる。ただし、認定計画提出者は、Park-PFI 事

業に係る業務の全部を一括して第三者に委託し又は請け負わせてはならない。 

２ 認定計画提出者は、前項により協力企業に委託し又は請け負わせたときは、速やかにその委

託又は請負の内容を本市に提出し承認を受けなければならない。 

３ 認定計画提出者は、Park-PFI 事業に係る業務を直接委託し又は請け負わせる協力企業を変

更し又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事業が生じた場合であって、本市の事前

の承認を得た場合はこの限りではない。 

４ 前各項による協力企業への Park-PFI 事業に係る業務の委託及び請負は、すべて認定計画提

出者の責任において行うものとし、協力企業の責めに帰すべき事由は、すべて認定計画提出者

の責めに帰すべき事由とみなして、認定計画提出者が責任を負う。 

 

第１８条（認定公募設置等計画の変更） 

認定計画提出者は、本事業の実施にあたり、都市公園法第５条の６第２項に規定する基準等

を踏まえ、認定公募設置等計画を変更しようとする場合においては、本市と協議し、本市の認

定を受けなければならない。  
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２ 本市及び認定計画提出者は、前項に基づき認定公募設置等計画を変更する場合又は認定公募

設置等計画が変更された場合には、必要に応じて本実施協定を変更するものとする。 

 

第１９条（許認可及び届出等）  

Park-PFI 事業を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出等は、認定計画

提出者が自己の責任と費用負担において行い、これを維持するものとする。ただし、本市が自

ら行うことを必要と認める許認可の取得並びに本市がすべき申請及び届出についてはこの限り

ではない。  

２ 認定計画提出者は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、本市に書面による事

前説明及び事後報告を行うものとする。  

３ 本市は、認定計画提出者から要請がある場合、本市による許認可の取得、申請及び届出等に

必要な資料の提出その他本市が認定計画提出者にとって必要と判断する事項について協力す

るものとする。  

４ 認定計画提出者は、本市から要請がある場合、本市による許認可の取得、申請及び届出等に

必要な資料の提出その他本市が必要とする事項について協力するものとする。  

５ 認定計画提出者は、本事業の実施に係る許認可の原本を保管し、本市の要請があった場合に

は、原本を提示し、又は原本証明付き写しを本市に提出する。 

６ 認定計画提出者は、本件工事を行う際には、その着工前に、本件工事に必要となる都市公園

法第５条に規定される公園施設設置許可（以下「設置許可」という。）の申請書を提出し、本

市の許可を得るものとする。ただし、本件工事のうち、利便増進施設の設置工事を行う際に

は、都市公園法第６条に基づく公園占用許可（以下「占用許可」という。）の申請書を提出し、

本市の許可を得るものとする。 

７ 認定計画提出者が、本件工事の期間中に設置許可又は占用許可を受けた事項（公募対象公園

施設又は利便増進施設の規模、構造及び管理運営内容等）を変更しようとするときは、本市

と協議し、本市の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を本市に提出し、その許可を

得なければならない。 

８ 認定計画提出者は、Park-PFI事業を履行するために必要な設置許可及び占用許可について、

第三者に譲渡し、又は、担保に供してはならない。 

 

第２０条（設置許可期間）  

認定計画提出者が、本件工事及び公募対象公園施設の維持管理・運営業務を実施するにあた

り本市の許可を得る設置許可の期間は、次の事項のとおりする。  

(1)本件工事に係る設置許可期間は、設置許可を得た日から令和１１年３月３１日までとする。 

(2)公募対象公園施設の維持管理・運営業務に係る設置許可期間は、令和１１年４月１日から

最長１０年とし、認定計画提出者は、公募設置等指針等及び公募設置等計画等に従い、別

紙３に定める公募設置等計画の認定有効期間の間、当該設置許可の更新を本市に申請でき

るものとする。 
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(3)本件工事の実施にあたり、認定計画提出者の責めに帰すことができない事由により工期を

変更する場合で認定公募設置等計画の変更が行われたときは、設置許可期間も変更できる

ものとする。 

 

第２１条（設置許可使用料の納付）  

本件工事（公募対象公園施設）及び公募対象公園施設の維持管理・運営業務を実施するにあ

たり、認定計画提出者が本市に支払う都市公園法第５条に規定される設置許可使用料（以下

「設置許可使用料」という。）は次の事項のとおりする。 

(1) 本件工事（公募対象公園施設）に係る設置許可使用料の額は、５００円／㎡・年とする。

なお、設置許可使用料算出の対象となる面積は設計図書等及び施工計画書の内容を踏まえ

て、本市が決定する。ただし、設置許可内容の変更に伴い、その面積が変更された場合は

変更後の面積とする。当該面積に１平方メートル未満の端数が生じるときは切り上げるも

のとする。  

(2) 公募対象公園施設の維持管理・運営業務に係る設置許可使用料の額は、●●●円／㎡・年

とする。なお、設置許可使用料算出の対象となる面積に１平方メートル未満の端数が生じ

るときは切り上げるものとする。 

(3) 加古川市都市公園条例（昭和３４年条例第７号）の改正により、設置許可使用料の規定額

が変更となり、変更後の規定額が前項の設置許可使用料の額を上回る場合は、前項の設置

許可使用料の額を変更後の規定額に読み替えるものとする。  

(4) 認定計画提出者は、年度ごとに本市が発行する納入通知書により納入期限内に設置許可使

用料をそれぞれ納付するものとする。ただし、設置許可期間が１年に満たない場合は、月

割り計算により支払うこととし、１円未満の端数が生じるときは切り捨てるものとする。  

 

第２２条（占用許可期間） 

認定計画提出者が、本件工事及び利便増進施設の維持管理・運営を行うにあたり本市の許可

を得る占用許可の期間は、次の事項のとおりする。  

(1)本件工事のうち、利便増進施設の設置工事に係る占用許可期間は、占用許可を得た日から

令和１１年３月３１日までとする。 

(2)利便増進施設の維持管理・運営に係る占用許可期間は、令和１１年４月１日から最長１０

年とし、認定計画提出者は、公募設置等指針等及び公募設置等計画等に従い、別紙３に定

める公募設置等計画の認定有効期間の間、当該占用許可の更新を本市に申請できるものと

する。 

(3)本件工事の実施にあたり、認定計画提出者の責めに帰すことができない事由により工期を

変更する場合で認定公募設置等計画の変更が行われたときは、占用許可期間も変更できる

ものとする。 
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第２３条（占用料の納付） 

認定計画提出者が本市に支払う占用料を、加古川市都市公園条例の定めに従って支払うもの

とする。 

 

第２４条（公募対象公園施設の譲渡禁止） 

認定計画提出者は、本市の事前の書面による承諾なく、公募対象公園施設の全部又は一部

を第三者へ譲渡することはできないものとする。認定計画提出者が本市の事前の書面による

承諾を得て公募対象公園施設を第三者へ譲渡する場合、当該施設に関する本実施協定におけ

る認定計画提出者の権利義務の一切を承継するものとする。  

 

第２５条（許可の取消し等）  

本市は、本実施協定の協定期間中に、次の各号のいずれかに該当するときは、都市公園法

第２７条第１項の規定に基づき設置許可及び占用許可を取消し、又は更新を許可せず、その

効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、日岡山公園に存

する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるもの

とする。  

(1) 認定計画提出者が都市公園法第５条の７第１項の規定による設置の責務を果たさないとき 

(2) 設置許可条件又は占用許可条件を逸脱していると認められるとき 

(3) 本実施協定が解除されたとき 

(4) 偽りその他不正な手段により公募設置等計画の認定を受けていたと認められるとき 

２ 前項の場合において、認定計画提出者に生じた損失については、本市は、その補償をしない

ものとする。  

 

第２６条（施設の撤去等）  

認定計画提出者は、本実施協定が終了するまでに、本市と公募対象公園施設及び利便増進施

設の撤去範囲について協議の上、認定計画提出者の負担により、速やかに公募対象公園施設

（公募対象公園施設内にある設備、付随する配管などの地下埋設物や電柱等を含む。以下、本

条において同じ。）及び利便増進施設（同施設の出来形部分を含む。以下、本条において同じ。）

を撤去し、現状に回復して本市に返還しなければならない。また、設置許可期間又は占用許可

期間の満了前に一部の公募対象公園施設又は利便増進施設の維持管理・運営を中止する場合は、

本市及び認定計画提出者の協議の上、認定計画提出者の負担により、当該公募対象公園施設又

は当該利便増進施設を撤去し、現状に回復しなければならない。 

２ 認定計画提出者は、前項の定めによる施設の撤去等が完了した場合、速やかに本市に報告し

なければならない。  

３ 認定計画提出者は、第１項の定めに基づき撤去する施設の設置許可期間又は占用許可期間の

満了前に、当該施設の撤去等に係る完了検査を完了しなければならない。 

４ 本市は、認定計画提出者が第１項に定める施設の撤去及び現状に回復した状態での返還を行

わないときは、認定計画提出者に代わって当該施設を撤去し、現状に回復することができる。
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この場合において、認定計画提出者は、本市による当該施設の撤去等について異議を申し立

てることができず、本市が当該施設の撤去等に要した費用を負担しなければならない。  

  

第２７条（著作権の使用）  

本市は、成果物及び整備対象施設について、本市の合理的な裁量により利用する権利及び権

限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本実施協定の終了後も存続するものとする。  

２ 成果物及び整備対象施設のうち著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１号に

定める著作物に該当するものに係る同法第２章及び第３章に規定する著作者の権利の帰属は、

同法の定めるところによる。  

３ 認定計画提出者は、本市が成果物及び整備対象施設を次の各号に掲げるところにより利用す

ることができるようにしなければならず、自ら又は著作者（本市を除く。第４項において同

じ。）をして著作権法第１９条第１項又は第２０条第１項に定める権利を行使し、又はさせて

はならない。  

(1)本市が著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は整備対象施設の内容

を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は本市が認めた公的機関をして公表させ、若し

くは広報に使用させること（ただし、公募対象公園施設に係る内容については、認定計画

提出者に事前に通知するものとする。） 

(2)法令等（本市の情報公開条例等に基づく公開請求を含むが、この限りではない。）に基づ

く請求があった場合に限り、成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること  

(3)整備対象施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で本市又は本市が委託す

る第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること  

(4)整備対象施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること（ただし、公募対象

公園施設に係る内容については、認定計画提出者に事前に通知するものとする。） 

(5)整備対象施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと  

４ 認定計画提出者は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をする

場合は、あらかじめ本市の承諾を得なければならない。  

(1)成果物を公表すること  

(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること  

５ 認定計画提出者は、成果物又は整備対象施設に係る著作権法第２章及び第３章に規定する認

定計画提出者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、本市の事前の書面によ

る承諾を得た場合は、この限りでない。  

６ 認定計画提出者は、Park-PFI事業の履行にあたり、第三者の有する著作権を侵害するもので

はないことを本市に対して保証する。  

７ 成果物又は整備対象施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対

して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、認定計画提出者が

その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。  
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第２８条（特許権等の使用）  

認定計画提出者は、それぞれ、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づ

き保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、そ

の使用に関する一切の責任を負うものとする。ただし、その使用が本市の指示による場合で、

かつ、認定計画提出者が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため本市に対し

その旨指摘できなかった場合は、この限りではない。  

  

第２９条（公租公課の負担）  

Park-PFI 事業にて生じる公租公課は、本実施協定に別段の定めがある場合を除き、全て認

定計画提出者の負担とし、本市は、本実施協定の定めに従い本実施協定に関連して生じる公租

公課を別途負担しないものとする。  

  

第３０条（保険の付保等）  

認定計画提出者は、Park-PFI 事業の実施に関し、自己の責任と費用負担において、損害保

険会社との間で、別紙４に記載する内容の保険契約を締結し、又は締結させなければならない。

保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に、本市の確認を得るもの

とする。  

２ 認定計画提出者は、自らが保険契約者であるか否かを問わず、前項の保険証書及び保険約款

（特約がある場合には、当該特約に関する書類を含む。）を、それらの保険契約締結後直ちに本

市に提示し、原本証明付き写しを本市に提出しなければならない。 

 

第３１条（リスク分担）  

Park-PFI 事業に関するリスク分担については、別紙５に示す Park-PFI 業務に係るリスク分

担表のとおりとする。本実施協定の本文及び別紙５において、齟齬又は矛盾がある場合には、

本実施協定の本文、別紙５の順で優先的に効力を有する。 

 

第３２条（不可抗力による措置）  

認定計画提出者は、不可抗力により Park-PFI 事業を履行できなくなった場合、その内容の

詳細を直ちに本市に通知しなければならない。この場合において、本市及び認定計画提出者は、

通知が発せられた日以降、当該不可抗力による履行不能の範囲において、本実施協定に基づく

履行期日における履行義務を免れる。  

２ 本市が認定計画提出者から前項の通知を受領した場合、本市及び認定計画提出者は、当該不

可抗力に対応するために速やかに不可抗力に対する対応方法について協議する。かかる協議

にもかかわらず、不可抗力が生じた日から本市が定める相当の期間内に不可抗力に対する対

応方法について合意が成立しない場合は、本市が不可抗力に対する対応方法を認定計画提出

者に対して通知し、認定計画提出者はこれに従い本事業を継続する。  
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３ 第１項の場合、本市及び認定計画提出者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な

対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限に

するよう努力しなければならない。  

  

第３３条（不可抗力による損害等）  

本実施協定の締結日以降、不可抗力により、Park-PFI 事業に関し、本市又は認定計画提出

者に生じた追加費用又は損害（認定計画提出者が付保した保険によりてん補された金額相当分

を除く。）の負担については、本市及び認定計画提出者が協議の上、本市が決定する。  

  

第３４条（法令等の変更による措置）  

認定計画提出者は、本実施協定の締結日以降に法令等が変更されたことにより、Park-PFI

事業を履行できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに本市に対して通知しなければならな

い。この場合において、本市及び認定計画提出者は、通知が発せられた日以降、当該法令等の

変更による履行不能の範囲において、本実施協定に基づく履行期日における履行義務を免れる。  

２ 本市が認定計画提出者から前項の通知を受領した場合、本市及び認定計画提出者は、当該法

令等の変更に対応するために、速やかに対応方法について協議する。かかる協議にもかかわ

らず、法令変更の公布日から本市が定める相当の期間内に法令等の変更に対する対応方法に

ついて合意が成立しない場合は、本市が法令等の変更に対する対応方法を認定計画提出者に

対して通知することができる。認定計画提出者は当該通知に従い本事業を継続する。  

３ 第１項の場合、本市及び認定計画提出者は、当該法令等の変更の影響を早期に除去すべく適

切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、法令等の変更により相手方に発生する損害を

最小限にするよう努力しなければならない。  

 

第３５条（法令等の変更による損害等） 

本実施協定の締結日以降に行われた法令等の変更により、追加費用又は損害が生じた場合に

おける当該追加費用又は損害は、次の各号に定める場合において、それぞれ当該各号に定める

者が負担するものとする。  

(1)Park-PFI に係る法令変更、公募対象公園施設及び利便増進施設の設計・建設並びに

特定公園施設の譲渡に係る消費税及び地方消費税以外の税制の変更 協議事項  

(2)特定公園施設の譲渡に係る消費税及び地方消費税の変更 本市及び認定計画提出者  

(3)前各号以外の事由に起因するもの 認定計画提出者 

  

第２節 施設整備に関する共通事項   

  

第３６条（各種調査）  

認定計画提出者は、施設整備業務に必要な測量、地質調査その他の調査を自己の責任と費用

負担において行うものとする。また、認定計画提出者はかかる調査等を行う場合、本市に事前



  
16 

に調査内容等を記載した申請書等を提出し、かつ、当該調査を終了したときは本市に当該調査

に係る報告しなければならない。  

 

第３７条（設計業務の実施）  

認定計画提出者は、公募設置等指針等及び公募設置等計画等に従い、設計業務を実施し、

設計図書等を本市に提出するものとする。この場合において、本市は、提出された設計図書

等について適当であることを確認し、是正すべき点がある場合には、是正を指示することが

できる。認定計画提出者は、是正の指示があった場合は、当該是正指示に基づいて変更した

設計図書等を作成し、本市に提出するものとする。  

２ 認定計画提出者の責めに帰すべき事由による認定公募設置等計画の変更により認定計画提出

者が整備対象施設の設計図書等の変更を行う場合で、当該変更により認定計画提出者に追加

的な費用が発生したときは、当該費用は認定計画提出者の負担とする。  

３ 本市は、設計業務の実施状況について、随時認定計画提出者からの報告を求めることができ

る。  

  

第３８条（本市による設計図書等の変更） 

本市は、本市が必要と認める場合は、前条第１項の確認後であっても設計図書等の変更を認

定計画提出者に対して求めることができる。ただし、本市は、公募設置等計画等の範囲を逸脱

する設計図書等の変更を認定計画提出者に対して求めることはできない。  

２ 認定計画提出者が、前項の規定により設計図書等を変更する場合において、当該設計図書等

の変更により、本事業の業務に関し、認定計画提出者に生じた追加費用又は損害については、

本市及び認定計画提出者が協議の上、本市が決定する。ただし、当該設計図書等の変更が認

定計画提出者の責めに帰すべき事由による場合は、認定計画提出者が当該費用を負担するも

のとし、当該設計図書等の変更が法令等の変更又は不可抗力による場合の当該費用の負担方

法は第３３条及び第３５条の規定に従う。  

  

第３９条（施工計画書等）  

認定計画提出者は、本件工事の着工前に、施工計画書（工期、工事全体工程表及び各工程に

おける施工方法についての計画を含む。）を本市に提出し、特定公園施設に関しては、その確

認を受けなければならない。 

２ 本市は、提出された特定公園施設に係る施工計画書について、本市が必要と認める場合は、

内容の変更を認定計画提出者に対して求めることができる。 

３ 認定計画提出者は、提出した特定公園施設に係る施工計画書について、認定計画提出者が必

要と認める場合は、本市と協議し、本市の事前の書面による承諾を得た上で、これを変更す

ることができる。 

４ 認定計画提出者は、本件工事に係る週間工程表を、当該週間工程の前週までに本市へ提出し

なければならない。 
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第４０条（工事責任者の設置） 

認定計画提出者は、本件工事の着工前に、工事責任者を設置し、本市に報告しなければなら

ない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、本市に、工事現場にかかる必要な報告を

する場合を除き、これを遂行する義務を負う。 

 

第４１条（周辺の安全及び環境対策）  

認定計画提出者は、施設整備業務の実施にあたり、自己の責任と費用負担において、騒音、

振動、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害その他の施設整備業務の実施が周

辺の安全及び環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の周辺の安全及び環境対策

（以下「周辺の安全及び環境対策」という。）を実施するものとする。この場合において、本

市と認定計画提出者は、周辺の安全及び環境対策の実施の方法等について事前に協議するもの

とし、認定計画提出者は、本市に対して、事後にその内容及び結果を報告するものとする。  

２ 前項の規定により、周辺の安全及び環境対策を実施した結果、整備対象施設の完成の遅延が

見込まれ、認定計画提出者が請求した場合には、本市と認定計画提出者は協議を行うものと

し、別紙３記載の事業日程を変更する必要があると本市が認めるときは、認定公募設置等計

画及び別紙３記載の事業日程を変更できるものとする。  

３ 周辺の安全及び環境対策の結果、認定計画提出者に生じた費用及び損害（周辺の安全及び環

境対策の結果、工期が変更されたことによって費用が増加した場合における当該増加した費

用を含む。）については、本市及び認定計画提出者等が協議の上、本市が決定する。周辺の安

全及び環境対策が法令等の変更又は不可抗力による場合の当該費用の負担方法は第３３条及

び第３５条の規定に従う。   

 

第４２条（建設業務の実施）  

認定計画提出者は、設計図書等及び施工計画書に従って、建設業務を実施する。  

２ 本件工事（特定公園施設）にあたっては、兵庫県土木工事共通仕様書等に従って実施し、施

工管理の方法、品質及び出来形の規定値は、兵庫県土木工事施工管理基準書等によるものと

し、施工計画書、検査等に必要な書類、様式等については本市が定める。  

３ 認定計画提出者は、本件工事の着工後、設計図書等及び施工計画書について、本市と協議し、

本市の承諾を得た上で、変更することができる。  

４ 第３項の規定に基づき、認定計画提出者が公募対象公園施設及び利便増進施設の設計図書等

及び施工計画書の変更を行う場合で、当該変更により認定計画提出者に追加的な費用が発生

したときは、当該費用は認定計画提出者の負担とする。  

５ 第３項の規定に基づき、認定計画提出者が特定公園施設の設計図書等及び施工計画書の変更

を行う場合で、当該変更により認定計画提出者に追加的な費用が発生したときは、当該費用

は、本市及び認定計画提出者が協議の上、本市が決定する。ただし、当該変更を必要とする

理由が法令等の変更又は不可抗力による場合の当該費用の負担方法は第３３条及び第３５条

の規定に従う。 
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６ 認定計画提出者は、本市以外の者が所有している既存占用物等の移設、撤去、改修等（以下

「既存占用物等の移設等」という。）にあたっては、当該既存占用物等の所有者や関係機関と

協議の上、移設等を実施するものとし、必要に応じて各既存占用物等の所有者に負担金等を

支払うものとする。 

  

第４３条（本市による説明要求及び立会い）  

本市は、本件工事の状況その他本市が必要とする事項について、随時、認定計画提出者に対

して説明を求めることができる。  

２ 前項に規定する説明の結果、本件工事の状況が設計図書等及び施工計画書の内容を逸脱して

いることが判明した場合、本市は、認定計画提出者に対してその是正を求めることができ、

認定計画提出者は、これに従わなければならない。  

３ 本市は、工期中、事前の通知なしに本件工事の現場に立ち会うことができる。  

  

第４４条（中間確認）  

本市は、本件工事が設計図書等及び施工計画書に従い実施されていることを確認するために、

工期中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。  

２ 中間確認の結果、本件工事の状況が設計図書等及び施工計画書の内容を逸脱していることが

判明した場合、本市は認定計画提出者に対してその是正を求めることができ、認定計画提出

者は、これに従わなければならない。  

  

第４５条（認定計画提出者による完成検査）  

認定計画提出者は、自己の責任と費用負担において、本件工事の完成検査を行うものとする。

認定計画提出者は、本件工事の完成検査の日程を、事前に本市に対して通知しなければならな

い。  

２ 本市は、認定計画提出者が前項の規定に従い行う完成検査へ立会うことができる。なお、本

市は、本市が必要と認める場合、認定計画提出者をして、必要最低限の破壊検査を行わせる

ことができる。この場合において、検査又は復旧に要する費用は認定計画提出者の負担とす

る。  

３ 本市が破壊検査を行わせたことを理由として、認定計画提出者はいかなる認定計画提出者の

責任を免れず、当該破壊検査を理由として、本市は何ら責任を負担しない。 

４ 認定計画提出者は、完成検査に対する本市の立会いの有無を問わず、本市に対して完成検査

の結果を報告するものとする。  

  

第４６条（工期の変更）  

認定計画提出者は、認定計画提出者の責めに帰すことのできない事由により施工計画書に記

載された本件工事に係る工期を遵守できないときは、工期の変更を請求することができる。こ

の場合において、本市は、認定計画提出者と協議の上、合理的な工期を定めるものとし、認定

計画提出者はこれに従うものとする。 
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２ 認定計画提出者が、第１項の規定により工期を変更する場合において、当該工期の変更によ

り、本事業の業務に関し、認定計画提出者に生じた追加費用又は損害の負担については、本

市及び認定計画提出者が協議の上、本市が決定する。ただし、当該工期の変更が法令等の変

更又は不可抗力による場合の当該費用の負担方法は第３３条及び第３５条の規定に従う。  

  

第４７条（工事の一時中止）  

本市は、必要があると認める場合、その理由を認定計画提出者に通知した上で、本件工事の

全部又は一部を一時中止させることができる。  

２ 本市は、前項に従い本件工事の全部又は一部を一時中止させた場合、必要があると認めると

きは工期を変更することができる。  

３ 認定計画提出者は、自己の責めに帰すことのできない事由により、本件工事が一時中止され

ている場合、中止の原因となる事由が止んだ場合には、本件工事の再開及び工期の変更を行

うよう本市に求めることができる。  

  

第４８条（工事の一時中止による費用等の負担） 

認定計画提出者が、前条の規定により工事を中止する場合において、当該工事の中止によ

り、本事業の業務に関し、認定計画提出者に生じた追加費用又は損害の負担については、本市

及び認定計画提出者が協議の上、本市が決定する。ただし、当該工事の中止が法令等の変更又

は不可抗力による場合の当該費用の負担方法は第３３条及び第３５条の規定に従う。  

  

第４９条（第三者に生じた損害）  

認定計画提出者が本事業の実施に関し、認定計画提出者の責めに帰すべき事由により、第三

者に損害を及ぼした場合、認定計画提出者は、自己の責任及び費用負担で対処したうえ、当該

第三者に対してかかる損害を賠償しなければならない。この場合において、認定計画提出者は、

損害内容等を記した書面を作成し、本市に報告しなければならない。  

２ 前項で規定された第三者の損害に関して本市が当該第三者に対して金銭を支払った場合には、

認定計画提出者は、当該金銭に相当する金額を本市に対して補償する。  

 

第３節 公募対象公園施設及び利便増進施設の維持管理・運営業務に関する事項  

    

第５０条（事業計画書） 

本市は、次の事項を記載した公募対象公園施設及び利便増進施設の維持管理・運営業務に係

る事業計画書の提出を、認定計画提出者に対し求めることができる。  

(1)営業日  

(2)営業時間 

(3)事業内容 

(4)年間収支計画 

(5)緊急時の体制及び対応 
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(6)その他、本市が必要と認める事項 

２ 前項の事業計画書に変更がある場合、認定計画提出者は、事前に変更予定の事業計画書を本

市に提出するものとする。 

 

第５１条（用途の制限）  

認定計画提出者は、公募対象公園施設について、次の各号に定める用途に使用してはならな

い。  

(1)政治的又は宗教的な用途  

(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

条第１項に規定される風俗営業、同条第５項に規定される性風俗関連特殊営業その他これ

らに類する業の用途  

(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６

号及び加古川市における暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年条例第１号）第２

条に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者又は法令等の規定に基づ

き公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者の事務所その他これらに類す

るもの  

(4)著しく公園環境を損なうことが予想される用途  

(5)前四号に規定するもののほか、本市が公序良俗に反すると認めるもの  

 

第５２条（第三者の使用）  

認定計画提出者は、公募対象公園施設及び利便増進施設の全部又は一部を第三者に賃貸又は

使用（当該施設の目的に沿った利用は除く。）させようとするときは、次の各号に掲げる事項

につき、然るべき措置をとるものとし、事前に当該第三者の概要及びその他本市が要求した内

容を記載した書面を本市に提出し、承諾を受けるものとする。  

(1)借地借家法第３８条に基づく定期建物賃貸借契約によるものとする。  

(2)契約期間は、第２０条に定める設置許可期間内とする。 

(3)賃借人に本協定の規定、設置許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させる。 

  (4)本市が許可を取り消した場合若しくは、国、地方公共団体又は公共的団体によって公用

又は公共の用に供する必要が生じた場合には、契約期間内であっても、速やかに賃借人

との契約を解除する。 

(5)賃借人が、賃貸借契約によって生ずる権利を第三者へ譲渡、転貸又は担保に供すること

を禁止する。 

(6)賃借人との間で発生した紛争等については、認定計画提出者の責任においていっさいを

処理する。 

２ 認定計画提出者は、公募対象公園施設及び利便増進施設を暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律第２条第６号及び加古川市における暴力団の排除の推進に関する条例第２
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条に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者又は法令等の規定に基づき

公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者に使用又は利用させてはならない。  

３ 認定計画提出者は、別に定めのない限り第２０条の許可期間終了日（許可期間が更新又は

変更された場合には、更新又は変更された許可期間の終了日）までにそれぞれ公募対象公園

施設及び利便増進施設に関する第三者との建物賃貸借契約等を終了させ、全ての入居者を退

去させるものとする。この場合において、退去に要する費用（入居者への補償も含む。）は

全て認定計画提出者の負担とする。   

 

第５３条（事業報告書）  

認定計画提出者は、毎年度業務終了後３０日以内までに、次の事項を記載した公募対象公園

施設及び利便増進施設に係る事業報告書を本市に提出するものとする。  

(1)利用状況（利用人数、売上等）  

(2)事故、苦情などの状況 

(3)年度収支状況 

(4)セルフモニタリングの実施内容、考察及び結果 

(5)その他、本市が必要と認める事項 

 

第５４条（セルフモニタリング）  

認定計画提出者は、公募設置等指針等及び公募設置等計画等に基づき、自己の責任と費用負

担において適切にセルフモニタリングを行うものとする。認定計画提出者は、事前に本市とセ

ルフモニタリングの内容について協議し、本市に報告するものとする。 

 

第５５条（評価） 

本市は、毎年度９月を目途に第５３条による事業報告書などを基に公募対象公園施設の前年

度評価を実施し、認定計画提出者は、当該評価結果をその後の公募対象公園施設維持管理・運

営業務に活用するものとする。 

 

第５６条（改善勧告）  

本市は認定計画提出者に対し、前条の評価結果に基づき、改善勧告を行うことができるもの

とする。改善勧告の通知を受けた者は通知を受けた翌日から 14 日以内に改善計画書を本市に

提出し、本市の承認を受けること。 

２ 本市は、前項に示す改善計画書の内容が履行されているかの確認を行い、改善されていない

と本市が認める場合は、構成企業とその対応について協議を行い、本市が対応方法を決定する

ものとする。 

 

第４節 特定公園施設に関する事項  
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第５７条（本市による完成検査）  

本市は、認定計画提出者から本件工事（特定公園施設）に係る第４５条第４項に規定する報

告を受けた場合、別紙６に規定する完成図書を受理し、当該報告を受けた日から１０日以内に

本件工事（特定公園施設）の完成を確認するための検査を完了するものとする。 

   

第５８条（本市による検査結果通知書の交付）  

本市は、前条に規定する検査を実施後、認定計画提出者に対し、検査結果通知書を交付する

ものとする。検査結果通知書の交付後、認定計画提出者は、納品書と請求書を本市に対し提出

するものとする。  

２ 本市が前項の検査結果通知書を交付したことを理由として、認定計画提出者はいかなる認定

計画提出者の責任を免れず、当該交付を理由として、本市は何ら責任を負担しない。  

   

第５９条（工事監理業務の実施）  

認定計画提出者は、設計図書等及び施工計画書に従い、自らの責任において、本件工事（特

定公園施設）にかかる工事監理業務を行うものとする。 

 

第６０条（工事監理業務の実施体制）  

認定計画提出者は、工事監理業務の着手前に、管理技術者及び現場技術員を配置するととも

に、工事監理業務にかかる実施体制を定め、次条第１項の業務実施計画書の内容に含めて本市

に提出しなければならない。 

 

第６１条（工事監理業務の業務実施計画書）  

認定計画提出者は、工事監理業務の着手前に、設計図書等及び施工計画書に従い、業務工程

表、実施体制、工事監理条件、毎月の工事監理進捗状況の報告方法（出来高表等）等の必要事

項を記載した業務実施計画書を作成して市に提出し、その内容について市の承諾を得なければ

ならない。 

２ 認定計画提出者は、業務実施計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかに変更案を本

市に提出し、その内容について本市の承諾を得なければならない。 

 

第６２条（工事監理業務の業務実施報告書）  

認定計画提出者は、工事監理業務を完了後、工事監理業務に関する業務実施報告書等の成果

品を本市に提出しなければならない。 

 

第４章 指定管理業務に関する事項  

  

第６３条（指定管理者の指定に係る諸条件）  

本市は、指定管理者の指定に係る加古川市議会の議決を条件として、指定管理業務担当企業

を指定管理者に指定するものとする。 
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２ 本市と指定管理業務担当企業は、指定管理者の指定に係る加古川市議会の議決を条件として、

別途指定管理基本協定を締結するものとする。  

 

第６４条（指定管理基本協定の不締結の場合の処理）  

天災地変及びその他の本市又は指定管理業務担当企業のいずれの責めに帰すことができない

事由により指定管理基本協定の締結に至らなかった場合における費用については、本市又は指

定管理業務担当企業のうち実際に出捐したものがそれぞれ負担するものとし、相手方に当該費

用を請求することができない。     

 

第６５条（指定管理業務の実施）  

指定管理業務担当企業は、指定管理者の指定を受け、公募設置等指針等、公募設置等計画等

及び指定管理業務基本協定に従い、指定管理業務を実施するものとする。 

   

第５章 本実施協定の解除等に関する事項  

  

第６６条（本市の解除権）  

本市は、構成企業のいずれかが本事業に関して、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当す

るときは、何らの催告なく、本実施協定を解除することができる。 

(1)構成企業が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号。以下「独占禁止法」という。）第３条、第６条、第８条第１項又は第１９条に違反

（以下「独占禁止法違反」という。）するとして、独占禁止法第４９条第１項に規定する

排除措置命令又は第６２条第１項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。  

(2)構成企業又はその役員若しくは使用人が、刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の

６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項、第９０条第１号若しくは第２号若

しくは第９５条第１項第１号に規定する罪を犯し、刑に処せられた（刑の執行が猶予され

た場合を含む。以下同じ。）とき。 

(3)前二号に規定するもののほか、構成企業又はその役員若しくは使用人が独占禁止法違反

行為をし、又は刑法第９６条の６若しくは第１９８条の規定に該当する行為をしたことが

明らかになったとき。  

(4)構成企業が、次のいずれかに該当するとき。  

ア 役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、そ

の他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個

人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号におい

て同じ。）が暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２

条第６号に規定する暴力団（以下この号において「暴力団」という。）の構成員、

及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等

を行う者をいう。以下この号において同じ。）であると認められるとき。  

イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。  
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役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若

しくは運営に実質的に関与している法人等（法人その他の団体又は個人をいう。

以下この号において同じ。）を利用するなどしていると認められるとき。  

ウ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しく

は運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与

するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。  

エ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有

していると認められるとき。  

オ 役員等又は使用人が、アからオのいずれかに該当する法人等であることを知りな

がら、これを利用するなどしていると認められるとき。  

(5)構成企業が、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て、破産法（平成

１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされたとき。 

２ 本市は、構成企業が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、構成企業に対し、

催告を行った上で当該事由が解消されない場合には、本実施協定を解除することができる。  

(1)設計業務又は建設業務に別紙３に定める事業日程に基づき着手せず、当該遅延について

本市が満足すべき合理的な説明がなされないとき。  

(2)本市の承諾なく、公募設置等指針等に定める事業対象区域を本事業の遂行以外の目的に

使用収益したとき。 

(3)工期までに、明らかに整備対象施設を完成する見込みがないと本市が合理的に認めたと

き。  

(4)都市公園関係法令又は許可条件の違反その他の構成企業の責めに帰すべき事由により、

第１９条第６項の許可が取り消されたとき。  

(5)構成企業の責めに帰すべき事由により本実施協定に基づく構成企業の債務を履行しない

場合において、本市が構成企業に対して相当期間を定めてその債務の履行を催促し、その

期間内に構成企業が当該債務を履行しないとき。ただし、当該債務不履行が本実施協定及

び社会通念に照らして軽微であるときはこの限りではない。 

(6)前各号に掲げる事由のほか、本実施協定又は本実施協定に基づく重要な合意事項のいず

れかに違反し、その違反により本実施協定の目的を達することができないと認められると

き。 

３ 次の各号に掲げる者が本実施協定を解除した場合は、第１項第６号に該当する場合とみなす。  

(1)構成企業について破産手続開始の決定があった場合において、破産法の規定により選任

された破産管財人  

(2)構成企業について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により

選任された管財人  

(3)構成企業について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規定により

選任された再生債務者等  



  
25 

４ 本市は、本実施協定及び関連契約について、いずれかの協定又は契約が解除された場合には、

当該解除された協定又は契約以外の協定又は契約についても、事前に代表企業を通じて構成

企業に通知することにより、本市に損害賠償債務その他の金銭債務を発生させることなく、

解除し、又は未締結の関連契約を締結しないことができるものとする。 

 

第６７条（構成企業の解除権）  

構成企業は、本市が本市の責めに帰すべき事由により本実施協定に基づく本市の債務を履行

しない場合、相当期間を定めてその債務の履行を催促し、その期間内に本市が当該債務を履行

しないときは、本実施協定を解除することができる。ただし、当該債務不履行が本実施協定及

び社会通念に照らして軽微であるときはこの限りではない。  

 

第６８条（特定公園施設引渡し前の解除に伴う措置）  

特定公園施設の引渡し前に第６６条の規定に基づき本実施協定が解除された場合、認定計画

提出者は、本市と整備対象施設の撤去範囲について協議の上、認定計画提出者の負担により、

速やかに整備対象施設を撤去し、現状に回復して本市に返還しなければならない。認定計画提

出者が正当な理由なく、相当の期間内に整備対象施設の撤去をせず、又は原状回復を行わない

とき、本市は、整備対象施設について、撤去又は原状回復できるものとする。 

２ 本市が前項に基づき整備対象施設を撤去又は原状回復した場合、認定計画提出者は、本市の

撤去又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。 

３ 第６７条の規定に基づき本実施協定が解除された場合、市及び認定計画提出者は相当の期間

を定め、引渡し前の整備対象施設又はその出来形部分の対応について協議を行うものとする。 

４ 特定公園施設の引渡し前に前二条の規定に基づき本実施協定が解除された場合、公募対象公

園施設及び利便増進施設については、第２６条の規定を準用することができる。  

  

第６９条（特定公園施設引渡し後の解除に伴う措置）  

特定公園施設の引渡し後に第６６条又は第６７条の規定に基づき本実施協定が解除された場

合、公募対象公園施設及び利便増進施設については、第２６条の規定を準用することができる。 

  

第７０条（不可抗力による解除）  

本実施協定の締結後、不可抗力により本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に

過分の費用を要する場合、本市は、構成企業と協議の上、本実施協定を解除することができる。  

２ 特定公園施設の引渡し前に第１項の規定により本実施協定が解除される場合には、第６８条

の規定を準用する。  

３ 特定公園施設の引渡し後に第１項の規定により本実施協定が解除される場合には、第６９条

の規定を準用する。  

  



  
26 

第７１条（法令等の変更による解除）  

本実施協定の締結後に行われた法令等の変更により、本事業の継続が不能となった場合又は

事業の継続に過分の費用を要する場合、本市は構成企業と協議の上、本実施協定を解除するこ

とができる。  

２ 特定公園施設の引渡し前に第１項の規定により本実施協定が解除される場合には、第６８条

の規定を準用する。  

３ 特定公園施設の引渡し後に第１項の規定により本実施協定が解除される場合には、第６９条

の規定を準用する。  

  

第７２条（認定公募設置等計画の認定取消し） 

本実施協定の定めに基づき本実施協定が解除された場合、本市は認定公募設置等計画の認定

を取り消すものとする。  

 

第６章 雑則  

 

第７３条（協議）  

本市と構成企業は、必要と認める場合は適宜、本実施協定に基づく一切の業務に関連する事

項について、相手方に対し協議を求めることができる。  

 

第７４条（協定上の地位の譲渡）  

構成企業は、本実施協定に別段の定めのあるほか、本市の事前の書面による承諾なく、本実

施協定上の地位若しくは関連契約上の地位又はそれらの権利義務を第三者に譲渡し、又は承継

させ、若しくは担保提供その他の処分をしてはならない。  

 

第７５条（秘密保持）  

本市と構成企業は、本実施協定の履行に際して知り得た相手方に係る秘密を第三者に漏洩し、

又は本実施協定又は関連契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、法令等の規定

に基づき開示が要求される場合、裁判所により開示が命じられた場合、構成企業が本事業に関

する資金調達を図るために合理的に必要なものとして開示する場合、又は本市が加古川市情報

公開条例（平成１０年条例第２７号）等に基づき開示する場合、又は相手方の書面による承諾

がある場合はこの限りではない。  

２ 構成企業は本事業を遂行するに際して、別紙８に記載する情報取扱注意項目を遵守しなけれ

ばならない。  

３ 構成企業は、協定期間中、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）、加古

川市個人情報保護法施行条例（平成４年条例第２２号。以下「保護条例」という。）その他個

人情報の保護に関する全ての関係諸法令等を遵守し、本事業の業務を遂行するに際して知り

得た個人のプライバシーにかかわる事実を漏洩してはならない。構成企業は、協定期間中及



  
27 

び本実施協定終了後においても、保護条例及び本市の定めるその他個人情報保護に係る基準

に合致する個人情報の安全管理体制を整備し、これを維持するものとする。  

 

第７６条（計算単位等）  

本実施協定又は関連契約の履行に関して、本市及び構成企業間で用いる計算単位は、設計図

書等に特別の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。  

２ 本実施協定上又は関連契約の期間の定めは、民法（明治２９年法律第８９号）、会社法（平

成１７年法律第８６号）及び商法（明治３２年法律第４８号）が規定するところによるもの

とする。  

３ 本実施協定又は関連の履行に関して、本市及び構成企業間で用いる通貨単位は、日本円とす

る。  

  

第７７条（相殺）  

本市は、構成企業に対して金銭債権を有するときは、当該構成企業が本市に対して有する譲

渡代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足のある場合はこれを追徴する。  

  

第７８条（通知先等）  

 本市は、本実施協定で規定する書面による通知等を郵送により行うものとし、本実施協定

に記載された構成企業の名称、所在地宛に送付するものとする。ただし、緊急の場合、又

は次項に規定する届出のないことその他の理由により、当該送付先への送付が不能又は困

難と認められるときは、本市は、当該時点における構成企業の営業所等に対し、適当な方

法によって通知を行うものとする。この場合において、当該通知等は、前段の郵送による

通知等とみなす。  

２ 構成企業は、通知等の送付先について変更するときは、遅滞なく本市に届け出るものとする。  

  

第７９条（準拠法）  

本実施協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈されるものとする。  

  

第８０条（管轄裁判所）  

本実施協定又は関連契約に関する紛争（調停手続を含む。）については、日本国の裁判所を

もって合意による専属的管轄裁判所とする。 

  

第８１条（定めのない事項）  

本実施協定又は関連契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本実施協

定又は関連契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、本市及び構成企業が誠実に協

議の上、これを定めるものとする。以上を証するため、本実施協定を●通作成し、本市及び構

成企業それぞれ記名押印の上、各１通を保有する。  
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令和●●年●●月●●日  

 

本市 

兵庫県加古川市加古川町北在家２０００番地 

加古川市 

加古川市長 岡田 康裕    印 

 

構成企業 

（代表企業） 

所在地 

商号又は名称 

代表者職氏名         印 

  

（代表企業以外の構成企業） 

DB 設計業務担当企業 

所在地 

商号又は名称 

代表者職氏名         印 

 

DB 建設業務担当企業 

所在地 

商号又は名称 

代表者職氏名         印 

 

公募対象公園施設担当企業 

所在地 

商号又は名称 

代表者職氏名         印 
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別紙１ 定義集  

  

(１)「公募設置等指針等」とは、以下の書類をいう。  

① 令和７年４月●日に公表した日岡山公園再整備賑わい拠点創出・管理運営事業公募

設置等指針及び指定管理者募集要項並びに要求水準書、業務仕様書、様式集その他

の付随する一切の書類（公表後の修正を含む。）  

② 令和７年●●月●●日に回答した質問回答書  

(２)「要求水準書」とは、本事業に関し令和７年４月●日に公募設置等指針とともに公表された

日岡山公園再整備賑わい拠点創出・管理運営事業 要求水準書及びその別紙をいう（その後の

変更を含む。）。  

(３)「業務仕様書」とは、本事業に関し令和７年４月●日に公募設置等指針とともに公表された

日岡山公園再整備賑わい拠点創出・管理運営事業指定管理業務仕様書をいう。  

(４)「公募設置等計画」とは、設置等予定者が都市公園法第５条の３の規定に基づき、公園管理

者である本市に提出する計画をいう。  

(５)「認定公募設置等計画」とは、設置等予定者が都市公園法第５条の３の規定に基づき、公園

管理者である本市に提出し、認定された公募設置等計画（変更された場合は変更後のものを

指す。）をいう。  

(６)「公募設置等計画等」とは、以下の書類をいう。  

① 認定公募設置等計画及び付随する一切の書類   

② 加古川市日岡山公園再整備賑わい拠点創出・管理運営事業者選定委員会において本

市が実施したヒアリングの内容並びにそれに関する一切の質疑及び回答 

③ 公募設置等計画及び認定公募設置等計画の内容に対する一切の質疑及び回答 

(７)「設計・建設工事請負契約」とは、本市と DB 対象施設設計業務担当企業及び DB 対象施設建

設業務担当企業との間で締結した日岡山公園再整備賑わい拠点創出・管理運営事業設計・建

設工事請負契約をいう。  

(８)「指定管理基本協定」とは、別紙１３の様式により本市と指定管理業務担当企業との間で締

結する予定の日岡山公園の管理運営に関する基本協定をいう。  

(９)「特定公園施設譲渡契約」とは、別紙１２の様式により締結する予定の本市と認定計画提

出者との間で締結する予定の日岡山公園再整備賑わい拠点創出・管理運営事業特定公園施

設譲渡契約をいう。  

(１０)「関連契約」とは、設計・建設工事請負契約及び指定管理基本協定並びに特定公園施設譲

渡契約をいう。  

(１１)「プロジェクトマネジメント」とは、要求水準書に規定する内容及び当該内容を実施す

る上で必要な関連業務をいう。  

(１２）「Park-PFI 事業」とは、公募設置等指針等に規定する設計業務、建設業務、工事監理業務、

特定公園施設の譲渡、公募対象公園施設並びに利便増進施設の維持管理・運営に係る業務を

行う事業をいう。 
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(１３)「設計業務」とは、公募設置等指針等に規定する公募対象公園施設、特定公園施設並びに

利便増進施設の設計に係る業務及び当該業務を実施上で必要な関連業務をいう。 

(１４)「建設業務」とは、公募設置等指針等に規定する公募対象公園施設、特定公園施設並びに

利便増進施設の建設に係る業務及び当該業務を実施上で必要な関連業務をいう。 

(１５)「施設整備業務」とは、設計業務及び建設業務を個別に又は総称していう。  

(１６)「工事監理業務」とは、公募設置等指針等に規定する特定公園施設の工事監理に係る業務

及び当該業務を実施する上で必要な関連業務をいう。 

(１７)「指定管理業務」とは、日岡山公園再整備賑わい拠点創出・管理運営事業指定管理業務仕

様書に規定する業務及び当該業務を実施する上で必要な関連業務をいう。  

(１８)「本件工事（公募対象公園施設）」とは、公募対象公園施設の建設業務に係る工事をいう。  

(１９)「本件工事（特定公園施設）」とは、特定公園施設の建設業務に係る工事をいう。  

(２０)「本件工事」とは、本件工事（特定公園施設）及び本件工事（公募対象公園施設）及び利

便増進施設の設置工事を個別に又は総称していう。  

(２１)「工期」とは、別紙３の事業日程に定める公募対象公園施設の建設期間、特定公園施設の

建設開始から引渡し予定日までの期間、利便増進施設の設置工事期間を個別に又は総称して

いう。 

(２２)「公募対象公園施設」とは、別紙９に規定する施設を個別に又は総称していう。  

(２３)「特定公園施設」とは、別紙１０に規定する施設をいう。 

(２４)「利便増進施設」とは、別紙１１に規定する施設を個別に又は総称していう。  

(２５)「整備対象施設」とは、特定公園施設及び公募対象公園施設及び利便増進施設をいう。  

(２６)「設計図書」とは、整備対象施設の基本設計図書及び実施設計図書をいう。  

(２７)「特定公園施設譲渡価額」とは、特定公園施設の譲渡の対価をいう。  

(２８)「設計図書等」とは、設計図書及び特定公園施設譲渡価額の内訳書をいう。  

(２９)「成果物」とは、設計図書等及び完成図書その他本実施協定に関して本市の要求に基づき

作成された一切の書類等をいう。 

(３０)「代表企業」とは、本事業の代表企業であり、指定管理業務を行う代表者かつプロジェク

トマネジメントを担当する企業をいう。  

(３１)「第三者」とは、本実施協定に別段の定めのある場合を除き、本市及び構成企業以外の者

をいう。  

(３２)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動その他通

常の予想を超えた自然的又は人為的な事象であって、本市及び構成企業のいずれの責めにも

帰すことのできない事由（経験ある管理者又は構成企業側の責任者によっても予見し得ず、

又は予見できてもその損失、損害若しくは障害発生の防止手段を合理的に期待できないよう

な一切の事由）をいう。  

(３３)「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、加古川市の条例及び規則、これらに基づく法

令、通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断その他公的機

関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。  
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別紙２ 本事業の構成 

 

事業名 業務名等 担当企業 

プロジェクトマ

ネジメント 

・マネジメント 

・ブランディング 

（代表企業） 

Park－PFI 事業 

・公募対象公園施設の設計・工事監理業

務、建設業務、維持管理・運営業務 

・特定公園施設の譲渡 

（設計・工事監理業務、建設業務を含む） 

・利便増進施設の設置・維持管理業務 

（Park-PFI 事業の代表者） 

（構成企業） 

DB 事業 

・DB 対象施設設計・工事監理業務 
（DB事業の代表者） 

（構成企業） 

・DB対象施設建設業務 

指定管理業務 

・維持管理業務 

・運営業務 

・自主事業 

（指定管理業務の代表者） 

（構成企業） 

 

※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付 
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別紙３ 事業日程  

Park-

PFI

事業 

認定公募設置等計画の有効期間 
令和１１年４月１日から令和３１年３月３１日ま

で 

特 定 公

園施設 

建設期間  令和●年●月から令和１１年３月１５日まで 

引渡し予定日 令和１１年３月２３日 

公 募 対

象 公 園

施設 

建設期間 令和●年●月から令和１１年３月３１日まで 

供用開始予定日 令和１１年４月１日 

維持管理・運営期間※１  
令和１１年４月１日から令和２１年３月３１日ま

で 

利 便 増

進施設 

設置工事期間 令和●年●月から令和１１年３月３１日まで 

維持管理・運営期間※２ 
令和１１年４月１日から令和２１年３月３１日ま

で 

指定管理業務 
指定有効期間※３ 

令和１１年４月１日から令和３１年３月３１日ま

で 

指定期間 
令和１１年４月１日から令和２１年３月３１日ま

で 

 

※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付 

※１ 公募対象公園施設の維持管理・運営に係る設置許可期間は、最長１０年とし、認定計画提

出者は、公募設置等計画の認定有効期間の間、当該設置許可の更新を本市に申請できる。 

※２ 利便増進施設の維持管理・運営に係る占用許可期間は、最長１０年とし、認定計画提出者

は、公募設置等計画の認定有効期間の間、当該占用許可の更新を本市に申請できる。 

※３ 認定計画提出者が公募対象公園施設の設置許可を更新した場合に限り、指定管理業務担当

企業が公募対象公園施設の設置許可期間と同期間指定管理業務を行うことを非公募で審査し、

加古川市議会の議決を経て、引き続き指定管理者の指定を行う。 
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別紙４ 認定計画提出者が締結する保険契約  

※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付 

※Park-PFI 事業の事業期間中に必要となる保険 

 ・第三者賠償責任保険 

 ・火災保険 

 ・建設工事保険 

 ・本実施協定による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険 

（公募対象公園の設置から撤去までの履行を含む） 

 ・その他 
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別紙５ Park-PFI 事業に係るリスク分担 

表 Park-PFI 事業全体に係るリスク分担 
項 目 内  容 本市 認定計画提出者 

法令変更 
Park-PFI に係る法令変更 協議事項 

上記以外の場合  〇 

土壌汚染 土壌汚染が発見された場合 〇  

地下埋設物 地下埋設物が図面と異なる場合 協議事項 

埋蔵文化財 本市が把握していない埋蔵文化財が発見された場合 〇  

資金調達 必要な資金確保  〇 

事業の中止 
・延期 

本市の帰責事由による中止・延期 〇  

認定計画提出者の責任による中止・延期  〇 

認定計画提出者の業務放棄・破綻  〇 

設計協議におけ
る調整リスク 

本市内部の発意による設計協議 ○  

住民要望、他事業との調整に起因する設計協議 協議事項 

債務不履行 

本市の帰責事由による協定内容の不履行 〇  

認定計画提出者の帰責事由による協定内容または業
務の不履行 

 〇 

第三者損害 
賠償 

本市の帰責事由により損害を与えた場合 〇  

認定計画提出者の帰責事由により損害を与えた場合  〇 

 
表 公募対象公園施設及び利便増進施設に係るリスク分担表 

項 目 内  容 本市 認定計画提出者 

税制変更 
消費税（地方消費税を含む）率等の変更  〇 

法人税・法人住民税率等の変更  〇 

上記以外のもの 協議事項 

設置許可使用料、
占用料の支払

い 

認定計画提出者からの設置許可使用料、占用料の支
払遅延・不能に関するもの 

 〇 

物価変動及び 
金利変動 

物価変動及び金利変動に伴う費用負担に関するもの  〇 

需要変動 需要見込みと実施結果との差異に関するもの  〇 

施設競合 施設競合等による利用者減、収入減に関するもの  〇 

施設・設備等
の修繕等 

施設・機器等の損傷  〇 

休業 
本市の帰責事由による休業 〇  

認定計画提出者の帰責事由による休業  〇 

警備リスク 認定計画提出者の警備不備に関するもの  〇 

運営リスク 
施設、機器等の不備、または施設管理上の瑕疵並び
に火災等の事故による臨時休館等に伴う運営リスク 

 ○ 

資料等の紛失 
本市の帰責事由によるもの 〇  

認定計画提出者の帰責事由によるによるもの  〇 

情報の安全管
理 

本市の帰責事由による個人情報等の漏えいによる賠
償費用 

〇  

認定計画提出者の帰責事由による個人情報等の漏え
いによる賠償費用 

 〇 

周辺地域・住民
及び公園利用者

への対応 

本事業に関するもの  〇  

地域との協調 協議事項 

施設整備、維持管理、運営に関するもの  〇 

不可抗力 
自然災害等による業務の変更、中止、延期  〇 

不可抗力が生じた場合における施設の運営の継続 協議事項 
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表 特定公園施設に係るリスク分担表 
項 目 内  容 本市 認定計画提出者 

税制変更 
消費税（地方消費税を含む）率等の変更 ○ ○ 

法人税・法人住民税率等の変更  ○ 

上記以外のもの 協議事項 

物価変動 
物価変動に伴う費用負担

に関するもの 

特定公園施設譲渡契約締

結の前日まで 
協議事項 

特定公園施設譲渡契約締

結日から 
 ○ 

業務内容の 

変更 
業務内容の変更に関するもの 協議事項 

周辺地域・住民

及び公園利用者

への対応 

本事業に関するもの  〇  

施設整備に関するもの  〇 

申請コスト 申請費用の負担  ○ 

不可抗力 自然災害等による業務の変更、中止、延期 協議事項 
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別紙６ 本件工事に関する完成図書  

※本市の求めに応じて別紙を作成・添付 

※完成図書は以下の内容を想定 

 

１．公募対象公園施設 

 ①提案内容の遂行を確認する書類 

 

２．特定公園施設 

 ①提案内容の遂行を確認する書類 

 ②施工計画書 

 ③使用材料承諾書 

 ④施工体制台帳 

 ⑤出来形図 

 ⑥出来形管理 

 ⑦品質管理 

 ⑧工程管理 

 ⑨工事写真 

 ⑩立会願 

 ⑪段階確認 

 ⑫保証書 

 

３．利便増進施設 

 ①提案内容の遂行を確認する書類 
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別紙７ 公募対象公園施設の開業スケジュール  

※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付  
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別紙８ 情報取扱注意項目  

※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付 
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別紙９ 公募対象公園施設の一覧  

※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付 
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別紙１０ 特定公園施設の一覧  

※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付 
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別紙１１ 利便増進施設の一覧  

※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付 
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別紙１２ DB 対象施設の一覧  

※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付 

     



  
43 

別紙１３ 特定公園施設譲渡契約  

※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付 
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別紙１４ 指定管理基本協定  

※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付 
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別紙１５ 設計・建設工事請負契約  

※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付 

  

    

 


